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開会 午前９時２４分 

 

◎開会宣告 

 

○有田教育長  ただいまより、令和２年第９回陸別町教育委員会会議を開会します。 

 

◎会議録署名委員の指名 

 

○有田教育長  本日の会議録署名委員は、小木委員にお願いいたします。 

 

◎事務報告 

 

○有田教育長  事務報告を行います。 

事務局から説明をお願いします。 

○北村主幹  それでは、議案の１ページをお開きください。 

 事務報告、４月２４日から５月２０日までの報告でございます。 

かいつまんで報告を申し上げます。 

４月につきましては、２４日に７回目の教育委員会議を行って、３０日にテレビ会議があり

ました。 

５月１日には第８回の教育委員会議かありました。同じ日ですけれども、陸別町校長教頭会

議が委員会室でありまして、これにつきましてはコロナウイルス対策、今後の学校行事、それ

から教育委員会主催事業、今後の対応ということでこの４点について臨時で会議を行ったとこ

ろでございます。 

７日につきましては、２回目と同じような形で校長教頭会議を行いましたが、分散登校の詳

しいところを協議したところでございます。 

１１日、陸別町議会の臨時会が開会されております。これには教育委員会関係の予算もあり

ましたので有田教育長、次長が出席しております。また同日午後ですが、教育研究所の所員会

議がこの場所で行われております。 

１３日、今度は定例の校長教頭会議、第２回目を開催しております。 

２０日ですけれども、十勝管内の教育委員会の定例総会と教科書の採択協議会がありまして

教育長がこれに出席をしております。なお、分散登校でございますけれども、予定しているの

が２０日、それと２５日が小中学校全学年、２８日だけ中学３年生となっております。昨日、

分散登校をしております。小学校のほう９８人中３人が欠席、中学校４４人中２人が欠席とい

うことで報告を受けております。 
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管理関係は以上です。 

〇大鳥居主任主査  続きまして社会教育、社会体育の報告になります。 

 社会教育、社会体育については総会関係がほぼほぼ書面協議になったこと、各種講座類が今

のところ中止になっておりますので、それらの報告は特にはありません。そうした中、公民館

につきましては６月１日まで臨時休館のかたちになっておりますが、５月１２日より図書貸出

業務のみ再開しております。これは公民館の図書室を開放するのではなく、本の貸出しだけ行

うということで、図書室の中での長時間の滞在を遠慮いただいた中での貸出しを再開しており

ます。 

 社会体育施設につきましては、屋内施設は引き続き使用を停止していますが、屋外の施設に

関しては１６日から使用可能という形にしております。その中で特にパークゴルフ場とテニス

コートですが、団体利用やナイター使用は制限したままの開放という形になっております。 

 社会教育社会体育につきましては以上です。 

○空井次長  社会体育関係で若干補足なのですが、若葉にあります、野外活動施設いわゆる

バーベキューハウスにつきましては、５月３１日までオープンしないということで進めており

ますので御承知おきいただきたいと思います。 

議案書の２ページ目をお開き下さい。今後の予定であります。 

先ほど管理担当からもありましたが、２５日は全学年の分散登校、２８日には中学３年生の

分散登校日を設けております。 

６月１１日ですが、陸別町議会６月定例会が開会となります。この議会に諮るべく今回予算

の補正をお願いしておりますので後程議案の中で説明させていただきたいと思っております。 

６月１９日ですが、第３回目の定例の校長教頭会議を開催予定。 

２３日には教育局義務教育指導班の学校教育指導訪問が小中学校でございます。翌２４日に

つきましては、教科書採択の協議会が芽室町で行われ教育長が出席の予定でございます。 

後は記載がないのですけれども５月の２６日、来週の火曜日になりますが、管内の教育長の

テレビ会議が予定されておりまして、今日北海道緊急事態宣言解除になるか難しい状況ではあ

りますが、それを受けて６月１日以降の学校教育をどのようにしていくか協議されるものと思

われます。 

以上でございます。 

○有田教育長  ありがとうございます。 

事務報告について質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

◎報告事項 

 

○有田教育長  それでは、次に報告事項に入ります。 
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 こちらについては私のほうから説明させていただきます。 別冊の教育長業務報告をごらん

ください。 

（別冊「教育長業務報告」について教育長より報告） 

 

◎議案審議 

 

○有田教育長  それでは、議事に入ります。 

 議案第２１号、陸別町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を議題とします。 

事務局より提案理由の説明をお願いします。 

〇空井次長  議案第２１号、陸別町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則でありま

すが、公印の改刻に伴いまして、改刻と言いましても今回新たに印を作成したものであります。

それに伴いまして所要の改正を行おうとするものであります。詳細については４ページ目をご

らんください。こちらは新旧対照表ということで右側が現行規則、左側が改正しようとする規

則であります。今回の規則の一部改正につきましては別表を改正しようとするものでありまし

て、現行右側ごらんいただきますと公印のひな型として４つの陰影が示されておりますが、現

行活字の表記になっております。これを今回の改正におきまして左側の改正しようとする規則

の別表でありますけれども、現在実際に使っている陰影を用いたいと。先ほど改刻と申し上げ

ましたが、今般教育長印並びに教育長印の１号を新たに作成をし直したということもございま

す。今回活字表記から陰影の表示に改正したいということの御提案であります。議案の３、４

ページ目に戻っていただきまして、附則でありますけれども、この規則は令和２年５月２１日

から施行するということで、本日この議案が議決をいただきましたら新たな教育長印につきま

しては今回作成をし直した新たな公印を使用するということで進めさせていただきたいと考

えているところでございます。 

以上簡単でございますが議案第２１号の説明をさせていただきます。以降、御質問によって

お答えさせていただきたいと思いますのでよろしく御審議のほどお願いいたします。 

〇有田教育長  議案第２１号の質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇有田教育長  議案第２１号について原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇有田教育長  議案第２１号は原案のとおり決定しました。 

 次の議案ですが、議案審議の前に、議案第２２号については教育事務に関する議会の議案に

ついて町長への意見の申出に関する事項でありますので、陸別町教育委員会会議規則第７条の

２第４号の規定により非公開としたいと思いますが御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇有田教育長  それでは非公開とします。 
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（以下、非公開） 

〇有田教育長  これより会議を公開といたします。 

 

◎その他の事項 

 

○有田教育長  次に、その他に入ります。その他委員の皆さん、事務局のほうから何かあり

ませんか。 

〇西岡委員  ６月から通常どおりに戻ったとして、例えば体育の授業でもマスクをしなけれ

ばならないのかとか、その辺はどうでしょうか。 

〇有田教育長  これから再開に向けてということで、委員もおっしゃったとおりいろいろ例

えば中国でマスク着用して運動し死亡に至ったケースがあったりとか、当初は問題ないという

話だったのですけれども、一部そういう事例もあるということで、文科省、道教委からの通達

もあるだろうし、こちらも情報収集しながらですね、事故のないように取り組んでいかなけれ

ばならないですし、６月、７月と毎年この時期にやること、冬には屋内中心になることがある

のですけれども、今はそれにとらわれないでできることからやりましょうということになるの

ですけれども、体育は難しくて、密集、密接、３密を回避しながらやることが難しい部分があ

りますので、マスク着用も含めて配慮する必要があると。今プール授業をどうしようか、柔道

をどうしようか難しいと思っています。柔道近寄らないでできるのかですね。プールも管内的

には既に中止をするという決定をしているところがありますので、管内状況も含め感染予防が

取れるという環境ができるかどうかっていうところになるかなと思いますので、運動量が少な

ければ例えばですけれどもマスクをしながらやることもできるでしょうが、長距離走だとか心

肺に負担がかかるものについてはマスクはきついかなと、昔は北海道の子どもは本州の暑さ対

策でマスクをしながらの運動があったのですけれども、これが医学的に保証されているかどう

かというところもまだ定かではありませんので、その辺も十分確認しながら進めていかなけれ

ばならないと思っております。 

その他ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○有田教育長  よろしいですか。事務局のほうはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

◎閉会宣告 

 

○有田教育長 それでは、以上をもちまして、令和２年第９回陸別町教育委員会会議を閉会

いたします。 
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        閉会 午前１０時２７分 

 

 

      陸別町教育委員会会議規則第１９条の規定により署名する。 

 

                      会議録署名委員   小 木 育 子 

 

                      会議録作成職員    角 谷 亮 輔 


